
 

 

新潟県救急医療電話相談事業運営業務委託契約書（案） 

 

 新潟県（以下「甲」という。）と        （以下「乙」という。）とは、

業務の委託について、次の条項により委託契約を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 甲は、次に掲げる業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、乙は、

これを受託する。 

(1) 委託業務の名称  令和８年度新潟県救急医療電話相談事業運営業務 

(2) 委託業務の内容  別紙「令和８年度新潟県救急医療電話相談事業運営業務

委託仕様書」のとおり 

 

 （実施の方法） 

第２条 乙は、委託業務をこの契約及び仕様書に基づき誠実に実施しなければなら

ない。 

 

 （委託期間） 

第３条 委託期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

（委託料） 

第４条 甲は、委託業務に要する経費として、金        円（うち消費税

及び地方消費税の額      円を含む。）を乙に支払うものとする。 

 

（権利の譲渡等の制限） 

第５条 乙は、第三者にこの契約に定める権利を譲渡し、又はこの契約に定める義

務を引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受け

たときは、この限りではない。 

 

 （再委託の制限） 

第６条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲

の書面による承認を受けたときは、この限りではない。 

 

 （委託業務実施計画書等の提出） 

第７条 乙は、この契約の締結後、委託業務の開始前までに様式第１号による委託

業務実施計画書及び様式第２号による委託料収支予算書を甲に提出しなければ

ならない。 

２ 甲は、前項の規定により乙から提出された書類の内容に不適当な箇所があると

認めるときは、乙に指示してそれを変更し、又は修正させることができる。 

 

 

 



 

 

 （実地調査等） 

第８条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、委託業務の実施状況につい

て報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。 

 

 （委託業務の内容の変更） 

第９条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変

更することができる。この場合において、委託料、委託期間又は重要な委託業務

内容を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものと

する。 

 

 （月次報告） 

第 10 条 乙は、甲に対し、委託業務に関する月次報告を行うものとする。 

２ 月次報告は、様式第３号により、当月分について翌月の２０日までに、甲に報

告しなければならない。なお、様式第３号によりがたい場合は、甲乙協議して様

式を定めるものとする。   

 

 （損害の負担） 

第 11 条 委託業務の実施について生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その

損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。 

２ 乙は、委託業務の実施にあたり第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償

しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による

場合は、この限りでない。 

 

 （委託業務完了報告書等の提出） 

第 12 条 乙は、１ヶ月ごとの委託業務を完了したときは、遅滞なく様式第４号に

よる委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。また、全ての委託業務

が完了したときは様式第５号による相談件数等実績報告書及び様式第６号によ

る委託料収支決算書を甲に提出しなければならない。 

 

 （検 査） 

第 13 条 甲は、委託業務完了報告書を受理したときは、委託業務の成果について

検査を行うものとする。 

２ 乙は、委託業務の成果が前項の検査に合格しなかったときは、甲の指定する期

間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。この場合においては、前

条及び前項の定めを準用する。 

３ 第１項（前項後段において準用する場合を含む。）の検査（以下「検査」とい

う。）及び前項の補正に要する経費は、すべて乙の負担とする。 

 

 

 

 

 



 

 

（委託料の支払） 

第 14 条 乙は、毎月の委託料を算定し、委託業務の成果が前条の検査に合格した

ときは、毎月前月分の委託料を様式第７号による委託料支払請求書により請求す

るものとする。 

２ 甲は、前項の定めにより乙の提出する適正な委託料支払請求書を受理したとき

は、その日から起算して３０日以内に委託料を乙に支払うものとする。 

 

 （帳簿の備付け及び保存） 

第 15 条 乙は、委託業務の実施に関わる経費については、その内容を明らかにす

るため、会計帳簿及び関係証拠書類を備え付け、委託業務の終了した日の属す

る年度経過後５年間保存しておかなければならない。 

 

（契約の解除） 

第 16 条 甲は、次の各号の一つに該当する事由が生じた場合は、この契約を解除

することができる。 

 (1) 乙がこの契約に違反したとき又は契約の履行が不完全だと甲が認めたとき。 

 (2) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。 

２ 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に

対してその補償を請求することができないものとする。 

 

第 17 条 甲は、前条に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当すると

きは、この契約を解除し、又は打ち切ることができる。 

(1)  その役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には

その役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において

同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」

という。）であると認められるとき。 

(2)  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団員が経営に

実質的に関与していると認められるとき。 

(3)  その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められ

るとき。 

(4)  その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与し

ていると認められるとき。 

(5)  その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する

と認められるとき。 

(6)  下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その

相手方が前号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結

したと認められるとき。 

(7)  乙が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材



 

 

若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（前号に該

当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれ

に従わなかったとき。 

 

 （損害賠償） 

第 18 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたとき

は、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第 19 条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

 （個人情報の保護） 

第 20 条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、

別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

 （管轄裁判所） 

第 21 条 この契約に関する訴訟については、新潟地方裁判所を管轄裁判所とする

ことに合意する。 

 

（疑義等の決定） 

第 22 条 この契約について疑義が生じた時又はこの契約に定めのない事項につい

ては、甲乙協議の上、決定する。 

 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自１通を保有す

る。 

 

  令和 年 月 日 

 

 

                 新潟市中央区新光町４番地１ 

             甲   新潟県 

                 代表者 新潟県知事 花角 英世 

                 

  

 

 

             乙    

 

 



 

 

 

個人情報取扱特記事項 

 

第１ 基本的事項 

乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努

めなければならない。 

第２ 取得の制限 

乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適

法かつ適正な方法により取得しなければならない。 

第３ 安全管理措置 

乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な

管理のために必要な措置を講じなければならない。 

第４ 従業者の監督 

乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報

の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければな

らない。 

第５ 複写又は複製の禁止 

乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲

から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならな

い。 

第６ 資料等の廃棄 

乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自ら

が作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直

ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従う

ものとする。 

第７ 目的外利用・提供の禁止   

乙は、甲の同意がある場合を除き、新潟県救急医療電話相談事業以外の目

的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

第８ 取扱状況の報告等 

甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、

又は自らその調査をすることができる。 

第９ 事故発生時における報告 

乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知

ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 



 

 

様式第１号 

 

委託業務実施計画書 

 

１ 事業名 

 

２ 事業実施期間    令和  年  月  日から 

            令和  年  月  日まで 

 

３ 事業内容 

（１）相談予定日数         日 

（２） 相談員数           人（医師    人、看護師等    人） 

 

 

 

 

 上記のとおり実施しますので報告します。 

 

令和  年  月  日 

 

新潟県知事 様 

 

                    所在地 

受託者   名 称             

                    代表者 

 

 

 



 

 

様式第２号 

 

委託料収支予算書 

１ 収入の部 

（単位：円） 

区   分 予 算 額 

  

 

２ 支出の部 

（単位：円） 

区 分 費  目 予 算 額 内  容 

事業実施経費    

   

   

   

   

合   計   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第３号 

実施状況報告書（令和  年  月分） 

 

〇救急医療電話相談（#7119） 

 

１　相談件数等 ７　相談内容
相談件数（件）
入電件数（件）
応答率（％）
占有率（％）

２　相談時間
０～５分未満
５～１０分未満
１０～１５分未満
１５～２０分未満
２０～３０分未満
３０分以上
平均相談時間

３　相談者
男
女

２０歳未満
２０代
３０代
４０代
５０代 ８　曜日別件数
６０代
７０代
８０代以上
不明

４　続柄
本人
父母
子ども ９　時間帯 （件数）（応答率）
知人
その他

５　相談対象者
男
女

２０歳未満
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代
８０代以上
不明

６　回答内容
１１９番を勧めた
すぐに医療機関受診を勧めた
翌日の医療機関受診を勧めた
経過により受診を勧めた
一般的な保健指導
医師のアドバイスにより助言
その他

火
水
木
金
土

熱傷
予防接種
その他

日
月

嘔吐
発疹
誤飲誤食
歯科口腔
下痢

２０時～２１時

内容別

症状別

救急医療相談
くすりの相談
一般の病気の相談
医療機関案内
その他
発熱
腹痛
頭部打撲
耳鼻科関連
咳嗽・喘鳴
けいれん
外傷・刺傷
眼科関連

１８時～１９時
１９時～２０時

　６時～　７時
　７時～　８時
　８時～　９時

２１時～２２時
２２時～２３時
２３時～２４時
　０時～　１時
　１時～　２時
　２時～　３時

１５時～１６時
１６時～１７時
１７時～１８時

　９時～１０時
１０時～１１時
１１時～１２時
１２時～１３時
１３時～１４時
１４時～１５時

　３時～　４時
　４時～　５時
　５時～　６時



 

 

 

 

 

 



 

 

〇小児救急医療電話相談（#8000） 

 

 

１　相談件数等 ７　相談内容
相談件数（件）
入電件数（件）
応答率（％）
占有率（％）

２　相談時間
０～５分未満
５～１０分未満
１０～１５分未満
１５～２０分未満
２０～３０分未満
３０分以上
平均相談時間

３　相談者
男
女

２０歳未満
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代 ８　曜日別件数
７０代
８０代以上
不明

４　続柄
本人
父
母
祖父母 ９　時間帯 （件数）（応答率）
その他

５　相談対象者
男
女

１歳未満
１～２歳未満
２～３歳未満
３～４歳未満
４～５歳未満
５～６歳未満
６～１２歳（小学生）
１２～１５歳（中学生）
その他

６　回答内容
１１９番を勧めた
すぐに医療機関受診を勧めた
翌日の医療機関受診を勧めた
経過により受診を勧めた
一般的な保健指導・育児指導
医師のアドバイスにより助言
その他

歯科口腔
下痢
熱傷
予防接種
その他

外傷・刺傷
眼科関連
嘔吐
発疹
誤飲誤食

腹痛
頭部打撲
耳鼻科関連
咳嗽・喘鳴
けいれん

一般の病気の相談
医療機関案内
育児・しつけ
その他
発熱

２０時～２１時

内容別

症状別

日
月
火
水
木
金
土

救急医療相談
くすりの相談

１８時～１９時
１９時～２０時

　８時～　９時

２１時～２２時
２２時～２３時
２３時～２４時
　０時～　１時
　１時～　２時
　２時～　３時
　３時～　４時
　４時～　５時
　５時～　６時
　６時～　７時
　７時～　８時

１５時～１６時
１６時～１７時
１７時～１８時

　９時～１０時
１０時～１１時
１１時～１２時
１２時～１３時
１３時～１４時
１４時～１５時



 

 

 

 

  



 

 

様式第４号 

 

  

委託業務完了報告書 

１ 事業名 

 

 

２ 事業実施期間    令和  年  月  日から 

            令和  年  月  日まで 

 

 

３ 事業内容 

（１）相談実施日数          日 

（２） 相談員数           人（医師    人、看護師等    人） 

（３）相談件数           件 

 

 上記のとおり実施しましたので報告します。 

 

令和  年  月  日 

 

新潟県知事 様 

 

              所在地 

受託者   名 称             

              代表者 

 

 



 

 

様式第５号 

相談件数等実績報告書 

１ 月別時間帯別相談件数 

 

（単位：件）

18時
～19時

19時
～20時

20時
～21時

21時
～22時

22時
～23時

23時
～24時

0時
～1時

1時
～2時

2時
～3時

3時
～4時

4時
～5時

5時
～6時

6時
～7時

7時
～8時

8時
～9時

9時
～10時

10時
～11時

11時
～12時

12時
～13時

13時
～14時

14時
～15時

15時
～16時

16時
～17時

17時
～18時

計

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月



 

 

 

２ 助言及び指示内容別相談件数 

 （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  

 
１１９番を

すすめた 

すぐに医療

機関受診を

すすめた 

翌日の医療

機関受診を

すすめた 

一般的な保

健指導 

医師のアド

バイスによ

り助言 

その他 

計       



 

 

３ 個表  令和  年  月分 
 

 

 

 

 

 

 

番号 年齢 男女別 相談時間 相談者 対応 相談 

内容 

相談 

症状 

医師の対応 相談日 市町村 

続柄 年齢 男女別 日付 曜日 時間帯 

               

               



 

 

様式第６号 

 

委託料収支決算書 

１ 収入の部 

（単位：円） 

 

 

２ 支出の部 

（単位：円） 

区   分 予算額 決算額 増減 

    

区  分  費   目  予算額 決算額 増減 内容 

事 業 実

施経費 

     

     

     

     

     

合    計      



 

 

様式第７号 

委託料支払請求書 

 

新潟県知事 花角 英世 様 

所在地 

名 称 

代表者            

 

口座振替先 金融機関名 

支店名 

預金種別 

口座番号 

口座名義 

 

 

新潟県救急電話相談事業運営委託業務の委託料として下記のとおり請求します。 

 

  

金          円也 

 

 

【請求内訳】 

 

 

請求年月日 業務名 期間 備考 

    


